
公   示   公   告 

 

 令和元年７月２６日 

   次のとおり見積り合せを実施します。 

 

        最高裁判所 

        支出負担行為担当官 

        最高裁判所事務総局経理局長 笠 井 之 彦 

 

１ 件名 「民事修習記録第５２７号」ほか７点の製造(単価契約) 

２ 調達内容，納入期限及び納入場所 

別添「見積り合せ要領」のとおり 

３ 見積書提出期限及び見積書提出場所等 

  別添「見積り合せ要領」のとおり 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

見積り合せ要領 
 

 

 

 

 

件 名：「民事修習記録第５２７号」ほか７点の製造(単価契約) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          最高裁判所 

          支出負担行為担当官 

          最高裁判所事務総局経理局長 笠 井 之 彦 



１ 一般事項 

本見積り合せ要領（添付資料及び別紙を含む。以下「本要領」という。）は，最高裁

判所（以下「裁判所」という。）が令和元年７月２６日に公示公告した「「民事修習記

録第５２７号」ほか７点の製造(単価契約)」に係る見積り合せに際して見積書提出者が

了知し，遵守すべき事項等を規定したものです。 
  本要領の交付を受けた者は，裁判所から提供を受けた文書，データ等すべて（本要領

のほか，追加資料を含む。以下，総じて「裁判所提示文書」という。）について，第三

者（他の提出者を含む。）に漏らしてはならず，裁判所提示文書を本調達手続以外の目

的（広告，宣伝，販売促進，広報を含む。）に使用してはなりません。 

  見積り合せに参加しようとする者は，本要領の内容を十分に了知の上，裁判所の調達

条件のすべてを承諾して見積書を提出しなければなりません。 
２ 見積合せに参加する者に必要な資格等 

  最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。 

３ 見積り合せに付する事項 

 件  名 「民事修習記録第５２７号」ほか７点の製造(単価契約) 
  内容，納入期限及び納入場所 

別紙「仕様書」のとおり。なお，見本については次の場所で閲覧可能である。 
〒102-8651 東京都千代田区隼町４番２号 

最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係 
 見積書提出期限及び場所 

  ア 見積書提出期限 

    令和元年８月３０日（金）正午まで（郵送又はファクシミリによる提出可） 
※ファクシミリの場合は，追って原本を提出する必要があります。 

  イ 見積書提出場所 

 ３⑵と同じ場所 
  技術審査 

参加者は，履行能力を審査するために別添「技術審査要領」に従い，技術審査願

（表紙は別添様式１を利用する。）を令和元年８月１６日（金）午後５時までに提出

してください。 
 なお，技術審査に不合格になったものは本件見積り合わせに参加することはできま

せん。 
４ 参加者は，上記３ ア及びイのとおり見積書を提出してください。 

なお，見積金額は，消費税課税業者については，消費税及び地方消費税の金額（１０

％）を必ず記載してください。 
ただし，消費税課税業者が消費税及び地方消費税の課税金額を明示しない場合には，

消費税及び地方消費税が含まれているものとして扱います。 
また，本件は，単価契約となるため，見積書の金額は，各品目の予定数量（印刷部数

に予定頁数を乗じた数量）に頁単価（小数点以下第２位まで可）を乗じた金額（小数点以

下切捨て）の合計を記載してください（別表内訳書を参照）。 
５ 見積書の提出期限（３ ア）を徒過した場合は，無効とします。 



６  契約の相手方について 
 受注者は，見積書記載金額（消費税及び地方消費税金額を含む。）が，裁判所が定

めた予定価格以内で，最低の金額の見積りをした者とします。 
 同額の見積書を提出した者が２者以上あるときは，その同額の見積書を提出した者

において，別途指定する日時までに再度見積書を提出してもらい，前回の見積書の金

額以下で，かつ，最低の金額の見積りをした者を受注者とします。 
 上記 において，同額の見積書を提出した者が２者以上あるときは，別途指定する

日時において，くじ引きにより受注者を定めます。この場合，くじを引かない者があ

るときは，これに代わって当庁の指定した職員がくじを引きます。 
７ 照会 
  本要領の内容に関し，合理的と認められる照会は次の窓口で受け付けます。 
  なお，照会は書面によることとします。 
  受付窓口 
   〒102-8651 東京都千代田区隼町４番２号 

   最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係（担当：清水） 
   電 話 ０３－３２６４－５８６４（ダイヤルイン） 
   ＦＡＸ ０３－３２３４－０９２３ 
   （FAX による場合は，事前に電話連絡をお願いします。） 
  受付時間 
   午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後４時まで 
   （裁判所の休日を除く。） 
  照会締切 
   令和元年８月８日（木）正午まで 
８ その他 
  見積書の作成及び提出にかかる費用等は，提出者の負担とします。 
 



   

（別添） 

技術審査要領 

  本件「民事修習記録第５２７号」ほか７点の製造（単価契約）の入札に参加を

希望する者は，守秘態勢，セキュリティ態勢等の証明のために，以下に従い，技

術審査願を提出し，当庁による審査を受けなければならない。 

 １ 提出書類 

 技術審査願（別添様式１） 

   試験問題等製造実績（別添様式２） 

   次のアまたはイのいずれかの認定（使用許諾取得）に係る証明書類の写し

又はそれと同等の保証（保護）体系の確立に係る証明書類 

ア 情報セキュリティマネジメントシステムに関する認定に係る証明書類 

→『ＩＳＯ２７００１』又は『ＩＳＭＳ適合性評価制度』 

イ 個人情報保護に関する使用許諾取得に係る証明書類 

→『プライバシーマーク』 

２ 提出期限 

   令和元年８月１６日（金）午後５時 

３ 提出場所 

   〒102-8651 東京都千代田区隼町４番２号 

   最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係（事務棟１階） 

４ 提出部数 

  ２部（正本１部，副本１部） 

５ 審査結果 

   令和元年８月２７日（火）までに適宜の方法により通知する。 

 ６ 提出に関する注意 

 提出書類について，当庁から説明を求められた場合には，速やかにこれに

応じなければならない。 

   技術審査願の作成に要する費用は，提出者の負担とする。 

 提出された証明書類は，本件審査以外に，提出者に無断で使用することは

ない。 

   受領した証明書類の差替え及び再提出は一切認めない。 

 受領した証明書類は返却しない。 



（別添様式１）                                

 令和元年  月  日提出 

 

 最高裁判所事務総局経理局長 殿 

 

技 術 審 査 願 

 

                        提出者の 

             住所 

             氏名及び印（又は署名） 

 

 下記１の見積り合せに参加したいので，別添のとおり技術審査願を提出します。 

                                    記 

１ 調達件名 

「民事修習記録第５２７号」ほか７点の製造(単価契約) 

２ 提出資料 

  試験問題等製造実績（別添様式２） 

  次のアまたはイのいずれかの認定（使用許諾取得）に係る証明書類の写し又

はそれと同等の保証（保護）体系の確立に係る証明書類 

ア 情報セキュリティマネジメントシステムに関する認定に係る証明書類 

→『ＩＳＯ２７００１』又は『ＩＳＭＳ適合性評価制度』 

イ 個人情報保護に関する使用許諾取得に係る証明書類 

→『プライバシーマーク』 

３ 問い合わせ先（連絡担当者の名刺を貼付） 

 

 



（別添様式２）

                                       令和元年　　月　　日

　　最高裁判所　御中

　　　　　氏名又は法人名：

　　

試験問題等製造実績

番号 項　　　目 記　　入　　欄

1 試験問題契約実績

2 他省庁等との主要取引実績

3 入手原稿保管方法

4 損紙分の処理方法

5 フィルム，刷版の処分方法

6 作業中の守秘態勢

7 作業中のフィルム，刷版の保管方法

8
セキュリティ態勢

（認定等に係る証明書類の写しを含む）



（別紙）   
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仕  様  書  

１ 件名 

「民事修習記録第５２７号」ほか７点の製造（単価契約） 

２ 目的 

  本件作業は，平成３０年度（第７２期）司法修習生考試で使用する修習記録を製造するもの

である。 

３ 契約期間 

  契約日から令和元年１０月２３日（水）まで 

４ 納入期限 

  原稿入稿日の翌日から起算して４０日以内（最終日が裁判所の休日に当たるときは，その翌

開庁日まで）とする。ただし，最終納入期限は，令和元年１０月２３日（水）とする。 

５ 納入場所 

  司法研修所（住所：埼玉県和光市南二丁目３番８号） 

６ 製造 

 受注者は，本件印刷及び製本等作業について，この仕様書に定める事項を遵守して，製造

し，納品すること。 

 受注者は，契約締結後速やかに「作業体制図」，「秘密保持態勢図」，別紙様式第１「オ

フセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」及び別紙様式第

２「資材確認票（見積）」を提出し，最高裁判所（以下「発注者」という。）の指定した

監督職員（以下「監督職員」という。）の承諾を得ること。 

  受注者は，印刷物ごとに，原稿作成及び校正等のスケジュールについて監督職員と調整の

上，速やかに工程表を作成して監督職員に提出し，その期限を厳守すること。 

 受注者は，成果物の納品の際には，印刷物について社内全品検査をし，落丁，乱丁及び油

染み等がないことを必ず確認すること。 

なお，受注者は，納品前に，製本された納品予定の印刷物（各印刷物につき５部ずつ）

を司法研修所に持参した上，同全品検査の方法，検査中に発見された事象等を監督職員に

説明すること。 

 受注者は，表紙の取り違いなどに備えたリスク管理を徹底すること。 

 受注者は，案件によっては校了から納品まで短期間になる場合があるので，その対応を図

ること。 

７ 品名及び予定頁数等 

 品名及び予定頁数 

  別紙のとおり。ただし，各印刷物の予定頁数は増減することがある。 

⑵ 付帯納入物 

 ア 別紙の各印刷物について，校了した原稿の電子データをＰＤＦ形式（印刷すると冊子と

同じ体裁となるもの）にして，ＣＤ－Ｒにより納入すること。 

 イ ＣＤ－Ｒの納入数は，印刷物ごとに１枚とする。 

⑶ 規格 

   Ａ４判（ただし，折り込み頁部分はＡ３版を片袖折） 
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 ⑷ 数量 

   各１８５０部。なお，納品に際しては，各印刷物につき，１梱包当たり２７部を４４梱

包，同３３部を１５梱包，同５２部を１梱包，同１２部を１梱包，同１部を１梱包，同３

０部を３梱包，同１０部を１梱包，同２部を１梱包に分けること。   

   なお，梱包に際しては，事前に監督職員と協議して，梱包毎に教材名，部数，通し番号

（例：１／２７）等を記載したラベルシール（カラー）を梱包紙に貼付して，区別するこ

と。 

⑸ 組版 

版下は，受注者が作成する。ただし，発注者から作成の基になる紙原稿を交付する。表

紙表裏，裏表紙表裏，背表紙，分界紙，ノンブル等の部分は，受注者が作成すること。 

なお，発注者は，受注者に対し，必要に応じて協議の上，写真，図版部分等のデータを

交付する。 

 ⑹ 印刷方法 

   オフセット印刷 

 ⑺ 刷色 

   墨 

 ⑻ 製本 

   並製本無線とじ，くるみ表紙 

 ⑼ 写真掲載予定の有無 

   別紙のとおり。ただし，そのほかに，数頁程度の写真頁が生じることがある。 

⑽ 折り込み頁予定の有無 

別紙のとおり。ただし，そのほかに，数頁程度の折り込み頁が生じることがある。 

⑾ 余白（印刷位置） 

印刷物の余白（天，地，小口，のど）は，見本として交付する印刷物と同じ位置で印刷

する。 

８ 校正作業等 

 校正回数は２校を基準とするが，その目的に達しない場合は，この限りでない。 

 校正原稿は，受注者が司法研修所に持参することとし，提出する際には，必ず１頁につき

複数人による内校正作業を実施し，誤字及び脱字がないか，図表等が正しく転載されてい

るか等を確認すること。確認後は，校正原稿の提出枚数にかかわらず，別紙様式第３「作

業報告書」を作成し，監督職員に提出すること。 

 入稿から校了に至るまでの間に，原稿の差替え，追加，修正等があった場合には，校正後

に行及び頁の修正があることを考慮すること。原稿の差替え，追加，修正等があった場合

は，速やかに対応し，これにより工程に遅れが生じた場合は，再度，監督職員と調整の

上，工程表を作成し，その期限の遵守に努めること。 

 校正時の訂正については，随時，監督職員の指示に従うこと。 

９ 用紙種類  

 本件については，いわゆるグリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たすこと。

ただし，当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には，発注者の了
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解を得た場合に限り，代替品の納入を認める。 

 古紙リサイクル適性ランクリストで定める，Ａランクに該当する資材のみを使用して製造

し，裏表紙の表の左下部にその表示をすること（ただし，発注者が指定した用紙がこれに

該当しない場合を除く。）。納品時に別紙様式第２「資材確認票（最終）」を監督職員に

提出すること。 

 表紙は，再生上質紙Ａ判７０．５ｋｇ，本文等は再生上質紙Ａ判３５ｋｇの用紙とするこ

と。 

１０ 秘密保持態勢 

 受注者は，本作業により知り得た情報については，本作業以外の目的では使用しないこ

と。 

 受注者は，本作業の全期間及び期間終了後においても，本作業により知り得た情報を第三

者（第三者とは，一般的にいう第三者はもとより，受注者組織内で作業を行う場合の本作

業に係わる体制以外の受注者の社員等も含む。）に漏えいしてはならず，受注者は，少な

くとも以下の秘密保持態勢をとること。 

ア 作業中は，全ての工程において，作業従事者以外の立入りを禁止すること。 

イ 原稿は，大型耐火金庫等により施錠して保管し，鍵は責任者が管理すること。 

ウ 作業中のフィルム，刷版等は，大型保管庫等により施錠して保管し，鍵は責任者が管

理すること。 

エ 退社後の防犯については，警備会社に警備を委託するなどして，防犯を徹底するこ

と。 

 受注者の故意又は過失によって， の秘密が外部に漏えいする等の事故が発生し又はその

おそれが生じた場合には，受注者は，直ちに事故の内容を詳細かつ具体的に発注者及び監

督職員に報告すること。 

 受注者は，本作業終了後，データ消去ソフトウェア若しくはデータ消去装置の利用，物理

的な破壊又は磁気的な破壊等の方法を用いて，業務用に保持している全ての情報，損紙，

フィルム及び刷版等について，速やかに復元が困難な状態にし，その旨の報告書を司法研

修所に提出すること。 

１１ 受注者の条件 

 試験問題等の製造実績 

  受注者は，過去５年以内に試験問題等の製造の実績を有しており，それを発注者に対し，

書面により疎明できること。 

 情報管理 

受注者は，次のア若しくはイの認定（使用許諾取得）を受けているか，又は，同ア若し

くはイと同等の保証（保護）体系の確立を発注者に対して，書面をもって疎明できるこ

と。 

なお，疎明の方法は，資格等の申請の際に必要となる項目を表示し，その各項目に対応

する施策や整備文書等を一覧表にして対応関係を明示すること。 

ア 情報セキュリティマネジメントシステムに関するＩＳＯ２７００１又はＩＳＭＳ適合

性評価制度の認証を受けていること。 
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受注者において部署ごとにこれらの認証を受けている場合には，本作業の担当部署に

ついて認証を受けていること。 

イ 受注者は，一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）又はその指定機

関が認定するプライバシーマークの使用を許諾されていること。 

 要員確保 

受注者は，本作業の履行が確実に行われるように，契約の全期間にわたって，必要とな

るスキル及び経験を有した受注者側の要員を確保すること。本作業実施中において，発注

者が受注者の技術力，知識，体制等について不十分であると判断した場合には，受注者は

発注者と協議の上，受注者側の負担と責任で速やかに作業者の変更等の必要な対応をする

こと。 

１２ その他 

 受注者は，原則として，本作業の全部又は一部を第三者に委託しないこと。ただし，受注

者において委託が必要であると判断した場合は，その理由と委託する範囲を明示した上，

速やかに書面により発注者に申請し，事前に承諾を得ること。 

  なお，委託することについて発注者の承諾が得られた場合には，受注者は，再委託の相手

方に対して本仕様書に記載された事項について受注者と同等の義務を負わせるものとし，

再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。 

 本件仕様書に定められていない事項及び疑義が生じた場合は，発注者及び受注者と協議の

上，定めるものとする。 

 本件成果物の著作権は，発注者に帰属するものとする。 

 本件印刷，製本等作業及び秘密保持態勢につき，監督職員による抜き打ち確認を実施する

場合があり，監督職員の承諾を受けた作業体制等でないか，又は本件仕様書に定める態勢

等でないことが判明した場合には，受注者側の負担と責任で速やかに必要な対応をするこ

と。 

 発注者に納品する際は，品名，数量，頁数及び納品日を記載した納品書を添付すること。 



（別紙）

総頁 表紙等
目次

（目録）
本文 分界紙 写真 図面 折り込み

112 4 106 2

備考 ※１ ※３ ※４

72 4 68

備考 ※１ ※３

56 4 52

備考 ※１ ※３ 　 　 　

14 4 10

備考 ※１ ※３

56 4 2 50 8 5

備考 ※１
裏表印刷あ
り。ノンブル
なし。

※３ ※５ ※５

124 4 4 116 3 7

備考 ※１ ※２ ※３ ※５ ※５

64 4 52 8

備考 ※１

※３（ただし，ノ
ンブルは，見本原
稿の頁記載をその
まま印刷する。）

※各頁の右下部に
カッコ付きノンブ
ル入れる。

※４

86 4 74 8 4 9

備考 ※１ ※３ ※４ ※５ ※５

※１ 表表紙は，裏表とも印刷あり。裏表紙の表の左下部にリサイクル適性表示を入れ，裏は印刷なし。

※２ 裏表印刷あり。各頁の中央下部にカッコ付きノンブルを入れる。

※３ 裏表印刷あり。各頁の中央下部にひげ付きノンブルを入れる。

※４ 表ページ右側及び裏ページ左側に１センチメートル程度の帯（アミカケ）を入れる。

※５ この頁数は，本文の頁数に含まれる。

予　　定　　頁　　数

民事修習記録第５２７号

民事弁護修習記録第１９６号（第１分
冊）

民事弁護修習記録第１９６号（第２分
冊）

刑事修習記録第４０９号（第１分冊）

品　　　　名番号

刑事修習記録第４０９号（第２分冊）

検察修習記録第４２５号（第１分冊）

刑事弁護修習記録第２１５号

1

2

3

4

5

6

8

7 検察修習記録第４２５号（第２分冊）

9月中旬

9月中旬

9月中旬

発注予定

9月中旬

9月中旬

9月中旬

9月中旬

9月中旬



   

（別紙様式第１） 

 

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式（例） 
 

作成年月日：   年  月  日 
                      御中 
 

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト 
 

受注者：                
 
 

工程 実現 基準（要求内容） 

製版 

はい／いいえ ①次の A 又は B のいずれかを満たしている。 
Ａ 工程のデジタル化（DTP 化）率が 50%以上である。 
Ｂ 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムか

ら銀の回収を行っている。 
刷版 はい／いいえ ②印刷版（アルミ基材のもの）の再使用又はリサイクルを行っている。 

印 
 
刷 

オ

フ

セ

ッ

ト 

はい／いいえ ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入して

いる、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入して

いる、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮

した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしてい

る等の VOC の発生抑制策を講じている。 
はい／いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設

置し、適切に運転管理している。 
はい／いいえ ⑤損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料へのリサイク

ル率が 80%以上である。 
デ

ジ

タ

ル 

はい／いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行

っている。 
はい／いいえ ⑦損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料等へのリサイ

クル率が 80%以上である。 

表面 
加工 

はい／いいえ ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 
はい／いいえ ⑨損紙等（光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム）の製紙

原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 

製本 
加工 

はい／いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 
はい／いいえ ⑪損紙等（製本工程から発生する損紙）の製紙原料へのリサイクル率が

70%以上である。 
 

備考） 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を

行うことができる。 

 



   

（別紙様式第２） 

 

資材確認票の様式（例） 
 

作成年月日：   年  月  日 
                      御中 
件名：                      
 

資 材 確 認 票（見積・変更・最終） 
 

受注者：                
 
 

 

印刷資材 使用 
有無 

リサイクル 
適性ランク 資材の種類 製造元・銘柄名 備考 

 

用紙 

本文      
表紙      
見返し      
カバー      
      
      

インキ類 

     
     
     
     

加工 
製本加工      
表面加工      
その他加工      

その他 

     
     
     
     

 
↓ 
 

 使用資材 リサイクル適性 判別 

Ａランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます  

ＡまたはＢランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできます  

ＣまたはＤランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています  

備考）１ 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」

に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。 
２ 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、

「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。 
３ 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等

を行うことができる。 



   

（別紙様式第３） 
  
監 督 職 員 
 
確 認 印 

 
 
 

 
令和  年  月  日 

 

作 業 報 告 書 

 
                の第   回校正原稿を提出するとともに，本作業における

作業従事者を下記のとおり報告します。 
記 

○組版責任者                    印 
原 稿 受 領 日         令和  年  月  日 
組版作業完了日         令和  年  月  日 
内校責任者送付日 令和  年  月  日  

○内校責任者 
                      印    
       
内校作業完了日 令和  年  月  日 
 
                      印 
 
内校作業完了日 令和  年  月  日 

 
営業担当送付日 令和  年  月  日 

 
（ 注 意 ） 
 ・ 各責任者は，工程ごとに日付を記入し，作業完了後は，記名押印の上，速やかに次の責任

者へ原稿を送付すること。 
 ・ 校正作業上の注意として，組版責任者（オペレーターを含む。）は，元原稿又は画面上の原

稿と校正原稿とが合致していることを必ず確認してから作業に入ること。 
また，発注者が加えた赤字修正部分に不明な点があった場合は，速やかに監督職員に確認

し，作業を継続すること。 
 ・ 内校は１頁につき複数態勢で行い，元原稿の赤字修正以外の部分についても必ず確認する

こと。 
 

 
 



（別　表）

　【予定総額内訳書】

№ 品　名 規格 予定頁数 部数 頁単価 金　　額

1 民事修習記録第５２７号 Ａ４ 112頁 1,850部 0円

2 民事弁護修習記録第１９６号（第１分冊） Ａ４ 72頁 1,850部 0円

3 民事弁護修習記録第１９６号（第２分冊） Ａ４ 56頁 1,850部 0円

4 刑事修習記録第４０９号（第１分冊） Ａ４ 14頁 1,850部 0円

5 刑事修習記録第４０９号（第２分冊） Ａ４ 56頁 1,850部 0円

6 検察修習記録第４２５号（第１分冊） Ａ４ 124頁 1,850部 0円

7 検察修習記録第４２５号（第２分冊） Ａ４ 64頁 1,850部 0円

8 刑事弁護修習記録第２１５号 Ａ４ 86頁 1,850部 0円

0円

0円

0円

※上記金額には，校了した原稿の電子データ代金等を含む。

小　　　　　計

消費税及び地方消費税額（１０％）

合　　　　　計


